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三条市農業委員会総会議事録

日 時 平成２６年１２月２６日 午後３時００分

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画について

議第 ２号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について

議第 ３号 農地法第３条の規定による許可申請について

議第 ４号 事業計画変更承認申請について

議第 ５号 農地法第４条の規定による許可申請について

議第 ６号 農地法第５条の規定による許可申請について

議第 ７号 農地法適用外事実確認証明について

報告事項 報第 １号 第２調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 農政対策部会の結果報告について

報第 ３号 農地法第１８条第６項の解約通知について

報第 ４号 基盤強化法の解約通知について

報第 ５号 使用貸借の解約通知について

報第 ６号 農地潰廃通報について

報第 ７号 作付変更届について

報第 ８号 農地法第３条の３第１項の届出について

報第 ９号 あっせん譲受等候補者名簿の登載について

出席委員 ３３名

１番 大 桃 伸 之 委員 ２番 鶴 巻 純 一 委員

４番 村 井 善一郎 委員 ５番 熊 倉 睦 委員

６番 捧 譽 委員 ７番 阿 部 眞佐雄 委員

８番 刈 屋 一 夫 委員 ９番 佐 藤 満 委員

１０番 金 子 純 一 委員 １１番 内 山 清 委員

１２番 大 竹 一 雄 委員 １３番 横 山 一 雄 委員

１４番 村 山 佐喜雄 委員 １６番 大 竹 正 信 委員

１７番 廣 川 哲 也 委員 １８番 田 邉 稔 委員

１９番 五十嵐 俊 雄 委員 ２０番 坂 井 和 弘 委員

２１番 阿 部 銀次郎 委員 ２２番 野 水 敏 秋 委員

２３番 野 﨑 文 夫 委員 ２４番 嘉 藤 太加雄 委員

２５番 佐 藤 裕 雄 委員 ２６番 阿 部 新一郎 委員
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２７番 星 野 英 治 委員 ２８番 藤 田 吉 則 委員

２９番 渡 邉 一 英 委員 ３０番 原 正 利 委員

３１番 小 師 勉 委員 ３２番 目 黒 伸 一 委員

３３番 山 田 佳 典 委員 ３４番 蒲 澤 正 委員

３５番 小 林 六 一 委員

欠席委員 ２名

３番 内 山 敏 雄 委員 １５番 山ノ内 正 委員

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 堀 雅 志

事 務 局 次 長 斎 藤 公 明

経営基盤係副参事 麦 倉 政 勝

午後３時００分 開会及び開議

（午後３時１５分 三條新聞社傍聴）

議長（野﨑会長）

それでは、時間になりましたので、定例総会を開会いたします。

（挨拶 略）

これより会議に入ります。

最初に、出席状況を申し上げます。定員３５名のところ、現在員３５名、出席３３名、

欠席２名で会議は成立いたします。

なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。１６

番、大竹正信委員、２１番、阿部銀次郎委員を指名いたしますので、よろしくお願いい

たします。

それでは、議第１号の審議に当たり、農業委員会等に関する法律第２４条１項の規定

に基づき、議事参与の制限により、議長を２０番、坂井和弘会長代理に交代いたします。

（会長 野﨑文夫委員退席、会長代理 坂井和弘委員議長席に着く）

議長（坂井会長代理）

それでは、議長を交代し、早速議事に入ります。

議第１号『農用地利用集積計画について』を議題といたします。

なお、８番、刈屋一夫委員、１１番、内山清委員、１２番、大竹一雄委員、２１番、

阿部銀次郎委員、２２番、野水敏秋委員、２３番、野﨑文夫委員、３１番、小師勉委員

及び３２番、目黒伸一委員は、農業委員会等に関する法律第２４条１項の規定に基づき、

議事参与の制限により、本議案終了まで退席をお願いします。

（午後３時１３分 ８番刈屋一夫委員、１１番内山 清委員、１２番大竹一雄委員、

２１番阿部銀次郎委員、２２番野水敏秋委員、２３番野﨑文夫委員、

３１番小師 勉委員、３２番目黒伸一委員退席）
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議長（坂井会長代理）

事務局、説明お願いします。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第１号『農用地利用集積計画について』ご説明をいたします。

議案の４１ページをご覧願います。今月の申請は、新規設定１０７件、面積６１万１，

２７８．３７㎡、再設定１２９件、５１万１，７２３．９６㎡、合計では２３６件、面

積１１２万３，００２．３３㎡であります。

それでは、戻りまして、１ページの２０９番から順に説明いたします。１ページにお

戻りお願いいたします。

２０９番から、９ページになりますが、２７１番までの６３件につきましては、新規

に２年間から１０年間、それぞれ利用権設定をするものであります。

２０９番から順にご説明をいたします。

２０９番は、濁沢地内の農地３筆、６，５７９㎡を２年間、２１０番は北五百川地内

の農地１筆、５３２㎡を２年間、２１１番は塚野目地内の農地３筆、６，０４９㎡を３

年間、２１２番は鶴田地内の農地１筆、２，０４６㎡を３年間、２１３番は上野原地内

の農地２筆、２，０６２㎡を３年間。

続きまして、２１４番は井栗１丁目地内外の農地計１１筆、１万１，３６３㎡を３年

間、２１５番は月岡地内の農地２筆、１，００２㎡を３年間、２１６番は同じく月岡地

内の農地２筆、１，０１２㎡を３年間、２１７番は同じく月岡地内の農地１筆、２，５

３２㎡を３年間、２１８番は月岡地内外の農地計２筆、８１８㎡を３年間、２１９番は

福島新田地内の農地１筆、２，８８５㎡を３年間、２２０番は笹岡地内の農地１筆、２，

６５６㎡を３年間、２２１番は同じく笹岡地内の農地１筆、１２９㎡を３年間、２２２

番は同じく笹岡地内の農地２筆、１，８８１㎡を３年間、２２３番は中新地内の農地５

筆、４，７３９㎡を３年間、２２４番は篭場地内の農地１筆、９３１㎡を３年間。

続きまして、２２５番は中新地内の農地９筆、４，９３５㎡を３年間、２２６番は中

新地内の農地６筆、４，９７８㎡を３年間、２２７番は同じく中新地内の農地１０筆、

２，３６４㎡を３年間、２２８番は同じく中新地内の農地１筆、３７０㎡を３年間、２

２９番は同じく中新地内の農地６筆、３，７７３㎡を３年間、２３０番でございますが、

同じく中新地内の農地１０筆、５，０１８㎡を３年間、２３１番は西大崎１丁目地内の

農地１筆２，０６２㎡を３年間。

続きまして、２３２番でございます。２３２番は、西潟地内外の農地計３筆、３，０

５５㎡を３年間、２３３番は東大崎１丁目地内外の農地計４筆、５，１３３㎡を３年間、

２３４番は遅場地内の農地２筆、４，３４６㎡を３年間、２３５番は吉野屋地内の農地

１筆、５，０２５㎡を５年間、２３６番は北五百川地内の農地１筆、１，０７４㎡を５

年間、２３７番は塚野目２丁目地内外の農地計１０筆、１万２，３４９㎡を６年間、２

３８番は茅原地内の農地１筆、３，５０８㎡を６年間、２３９番は上大浦地内の農地１

筆、４８７㎡を６年間、２４０番は下大浦地内の農地２筆、２，０１２㎡を６年間、２

４１番は同じく下大浦地内の農地２筆、１，９９２㎡を６年間、２４２番は同じく下大
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浦地内の農地１筆、９７５㎡を６年間、２４３番は同じく下大浦地内の農地３筆、１，

３２３㎡を６年間、２４４番は落合地内外の農地計１１筆、６，００６㎡を６年間、２

４５番は落合地内の農地３筆、１，４２２㎡を６年間、２４６番は上谷地地内外の農地

計２筆、４７１㎡を６年間、２４７番は下大浦地内の農地６筆、５，３９０㎡を６年間。

続きまして、２４８番でございます。２４８番は、新屋地内の農地３筆、２，５３５

㎡を６年間、２４９番は井栗地内の農地１筆、５９㎡を７年間、２５０番は上保内地内

の農地７筆、２，８６７㎡を７年間、２５１番は北五百川地内の農地１筆、８８６㎡を

７年間、２５２番は同じく北五百川地内の農地６筆、３，８１７㎡を７年間、２５３番

は同じく北五百川地内の農地６筆、４，７９２㎡を７年間、２５４番は栗林地内の農地

２筆、１，７４４㎡を１０年間、２５５番は塚野目地内の農地１筆、１，６１３㎡を１

０年間、２５６番は下保内地内の農地２筆、２，５６１㎡を１０年間、２５７番は同じ

く下保内地内の農地４筆、４，１０１㎡を１０年間、２５８番は下保内地内の農地１筆、

４５２㎡を１０年間、２５９番は同じく下保内地内の農地３筆、２，９３５㎡を１０年

間、２６０番は鬼木地内の農地１筆、９２㎡を１０年間、２６１番は金子新田地内外の

農地計１０筆、２万２，９４２㎡を１０年間、２６２番は早水地内の農地１筆、２，２

２５㎡を１０年間、２６３番は鹿峠地内の農地２筆、３，７３５㎡を１０年間、２６４

番は同じく鹿峠地内の農地１筆、２，９１６㎡を１０年間、２６５番は曲渕３丁目地内

外の農地計３筆、２，９９０㎡を１０年間、２６６番は諏訪１丁目地内外の農地計９筆、

６，４９２㎡を１０年間、２６７番は諏訪１丁目地内の農地４筆、４，１６０㎡を１０

年間、２６８番は諏訪１丁目地内外の農地計５筆、３，２１４㎡を１０年間、２６９番

は諏訪２丁目地内の農地３筆、９４５㎡を１０年間、２７０番は諏訪１丁目地内外の農

地計５筆、３，１８８㎡を１０年間、２７１番は林町２丁目地内外の農地計１１筆、９，

３０８㎡を１０年間。

以上６３件につきましては、新規に２年間から１０年間それぞれ利用権設定をするも

のであります。

次の２７２番から１９ページの３０７番までの３６件、合計面積３６万５，７５６．

４６㎡は、本年４月１日にスタートいたしました農地中間管理事業に伴い、公益社団法

人新潟県農林公社が新規に１０年間利用権設定をするものであります。

なお、公益社団法人新潟県農林公社農地中間管理事業規程を配布させていただいてお

りますので、参考にしていただきたいと思います。

それでは、２７２番から順にご説明申し上げます。

２７２番は、栗林地内の農地１８筆、１万７，３２５㎡、２７３番は新光地内外の農

地計１６筆、１万３，４５３㎡、２７４番は井栗地内外の農地計１３筆、１万３，００

０㎡、２７５番は新光地内外の農地計２１筆、１万５，０９５㎡、２７６番は井栗地内

外の農地計６筆、７，４８９㎡、２７７番は同じく井栗地内外の農地計１４筆、１万２，

８９２㎡、２７８番は同じく井栗地内の農地１０筆、１万９５１㎡、２７９番は大宮新

田地内外の農地計１７筆、１万５，７１５㎡、２８０番は東本成寺地内の農地４筆、４，

０８０㎡、２８１番は東鱈田地内の農地９筆、６，７９３㎡、２８２番は吉田地内の農
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地７筆、８，４５５㎡、２８３番は同じく吉田地内の農地６筆、１万１，４８７㎡、２

８４番は長嶺地内外の農地計７筆、１万３，２８３㎡、２８５番は東大崎地内外の農地

計１２筆、１万３，３８４㎡、２８６番は上野原地内の農地５筆、４，７５８㎡、２８

７番は東大崎１丁目地内外の農地計６筆、２，８４９㎡、２８８番は鶴田１丁目地内外

の農地計１３筆、１万１，９６７．５２㎡、２８９番は西大崎１丁目地内外の農地計１

６筆、９，１２６．９４㎡、２９０番は下保内地内の農地９筆、６，６３５㎡、２９１

番は上保内地内の農地１６筆、９，３５２㎡、２９２番は大島地内の農地１１筆、１万

２８㎡、２９３番は同じく大島地内外の農地計１０筆、５，８４０㎡、２９４番は同じ

く大島地内の農地８筆、７，７９９㎡、２９５番は同じく大島地内外の農地計８筆、８，

２０８㎡、２９６番は福島新田地内外の農地計１０筆、２万２，６５５㎡、２９７番は

帯織北地内外の農地計３筆、９，６１２㎡、２９８番は北潟地内の農地２筆、７，２４

３㎡、２９９番は東光寺地内外の農地計４筆、１万１，９９４㎡、３００番は飯田地内

の農地１０筆、１万４６６㎡、３０１番は下大浦地内の農地４筆、３，３５８㎡、３０

２番は名下地内の農地６筆、１万２，３４１㎡。

続きまして、３０３番は同じく名下地内の農地６筆、１万９０５㎡、３０４番は田屋

地内外の農地計１１筆、１万７，０８３㎡、３０５番は大平地内の農地７筆、８，８４

０㎡、３０６番は下大浦地内の農地４筆、３，６５３㎡、３０７番は江口地内の農地７

筆、７，４４１㎡。

以上３６件につきましては、新潟県農林公社が新規に１０年間利用権設定をするもの

であります。

続きまして、３０８―１番から、２０ページになりますが、３１４―１番までの７件、

合計面積にしますと１万７，８７５㎡になりますが、これにつきましては農地利用集積

円滑化団体であるにいがた南蒲農業協同組合が新規に１１年間、それぞれ利用権設定を

するものであります。

３０８―１番は、東鱈田地内の農地１筆、９８８㎡、３０９―１番は西中地内の農地

２筆、３，００３㎡、３１０―１番は吉田地内の農地２筆、１，７１８㎡、３１１―１

番は吉田地内の農地２筆、３，９８４㎡、３１２―１番は牛ケ島地内の農地３筆、３，

５８５㎡、３１３―１番は長嶺地内の農地１筆、１，５３１㎡、３１４―１番は東鱈田

地内の農地２筆、３，０６６㎡。

以上７件につきましては、新規に１１年間、それぞれ利用権設定するものであります。

次の３１５番から、３９ページになりますが、３９ページの４４１番までの１２７件

につきましては、再設定でありますので、説明を省略させていただきます。

３９ページから説明を申し上げます。３９ページの４４２番でございます。４４２番

は、上野原地内外の農地計６０筆、１万１，７９３．９１㎡を６年間、新規に利用権設

定をするものです。

４０ページをお願いいたします。４４３番及び４４４番の２件は、再設定であります

ので、説明を省略させていただきます。

４２ページをお願いいたします。３０８―２から３１４―２までの枝番がついており



- 6 -

ます７件、合計面積１万７，８７５㎡につきましては、農地集積円滑化事業で新規設定

により１１年間利用権設定するものであり、議案中の枝番１と枝番２は連動しておりま

すので、そのようにご覧いただきたいと思います。

４３ページお願いいたします。５―３番、２１―３番、それから４４ページお願いし

ますが、５４０―３番の３件、合計面積４万５，８５８㎡につきましては、経営移譲に

より、借受人を同一世帯内後継者に変更するものでございます。

以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（坂井会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に、先日調査部会で調査いただいておりますので、その結果

報告をお願いします。

第２調査部会長代理は、私の隣に着席お願いします。

１９番、五十嵐俊雄委員。

第２調査部会長代理（１９番五十嵐俊雄委員）

それでは、刈屋部会長のかわりに第２調査部会の調査結果についてご報告を申し上げ

ます。

調査部会につきましては、１２月２２日午前９時より厚生福祉会館第２集会室におき

まして、部会員と野﨑会長、坂井会長代理出席のもと会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件につきましては意見決定を経て、午前

１０時５０分に閉会をいたしました。

ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画について』は、新

規設定が１０７件、再設定が１２９件、合計件数２３６件でございます。面積につきま

しては、１１２万３，００２．３３㎡でございまして、書類審査及び事務局から詳細説

明を受け、新潟県農林公社が利用権設定をする案件以外につきましては、いずれも農地

の効率的利用、農作業に常時従事すると認められるなど、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしており、また新潟県農林公社が利用権設定をする案件につ

きましても、いずれも農地中間管理事業を推進し、農用地の利用の効率化及び高度化の

促進を図ることから、全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言をお願いします。なお、委員の

質問等の発言については挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから発言をお願いし

ます。

６番。

６番（捧 譽委員）



- 7 -

４ページにそれぞれ載っているんですが、それ見ますと１０ａ当たり賃借対価という

のは３０キログラムあるいは１万円だとか載っているんですが、いよいよ何か今までと

低目だと思うんですけども、その中身ね。土地改良費だとか、そういった関係はどうな

っているのかわかりましたら。

議長（坂井会長代理）

事務局。

事務局（堀事務局長）

この賃借料については、物納、それから金銭で納める部分でございますが、これはあ

くまでも相対で定められておるものでございますので、この中で土地改良費がどのよう

に扱っている、土地改良費が幾らだからこういうのを決めたということについては私ど

もは承知していない。あくまでもこれについては、相対で決めているということでござ

います。

議長（坂井会長代理）

６番、よろしいでしょうか。

６番（捧 譽委員）

そういうことであれば。

議長（坂井会長代理）

そのほかございませんでしょうか。

１番。

１番（大桃伸之委員）

今の件でお聞きしたいんですけど、わかるようでしたら。

チェックしましたね、土地改良費が入っていますとか、調査期間ですとか。その辺の

状況というのはわかりますか。

事務局（堀事務局長）

個々の申請書見ないと個々の案件については言えないんですが、ほとんど出し手が土

地改良費を持っているという形で申請されております。

議長（坂井会長代理）

よろしいでしょうか。

そのほかございませんでしょうか。

しばらくしてご発言がないようですので、お諮りいたします。議第１号につきまして

は、ただいま調査部会長代理の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（坂井会長代理）

それでは、異議ないものと認めます。

退席委員の着席をお願いします。

（午後３時３８分 ８番刈屋一夫委員、１１番内山 清委員、１２番大竹一雄委員、

２１番阿部銀次郎委員、２２番野水敏秋委員、２３番野﨑文夫委員、

３１番小師 勉委員、３２番目黒伸一委員着席）
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議長（坂井会長代理）

退席された委員に報告します。

議第１号『農用地利用集積計画について』は、調査部会長の調査結果報告のとおり承

認することに決まりました。

第２調査部会長代理は自席へお戻りください。

それでは、議長を交代します。

（会長代理 坂井和弘委員退席、会長 野﨑文夫委員議長席に着く）

議長（野﨑会長）

続きまして、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』を議題と

いたします。

なお、１８番、田邉稔委員は、農業委員会等に関する法律第２４条１項の規定に基づ

き、議事参与の制限により、本議案終了まで退席をお願いいたします。

（午後３時３９分 １８番田邉 稔委員退席）

議長（野﨑会長）

では、事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』ご説明をい

たします。

議案の４５ページお願いいたします。４５ページにつきましては三条市長からの諮問

書の写しでございます。

続きまして、１枚めくっていただきまして、４６ページは議第２号の参考としまして、

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条を添付させていただいております。

本議案は、議第１号『農用地利用集積計画について』のご審議をいただきました公益

社団法人新潟県農林公社が農地中間管理事業により、新規に１０年間利用権設定をする

農用地、３６万５，７５６．４６㎡の利用配分計画（案）でございます。

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第２項の規定に基づき、三条市が作成

する農用地利用配分計画（案）について、同法第１９条第３項の規定により、当農業委

員会の意見を求められているものでございます。

なお、新潟県農林公社のホームページで公開されております８月１９日現在の借受け

を希望する者の応募者リストを議案と一緒に送付させていただいたところでありますが、

新たに１２月１２日現在の応募者リストがホームページに公開されておりましたので、

本日お手元に配布をさせていただきましたので、参考にしていただきたいと思います。

Ａ４で３枚でコピーしてあるものでございます。議第２号関連ということで、応募者の

リストで、全部で１８２、法人等の方が掲載されているところでございます。

それでは、配分計画（案）をご説明いたします。４７ページをお願いいたします。一

番左側の番号欄を見ていただきたいんですが、そこに括弧内に番号を小さく記載してお

りますが、この番号につきましてはご審議いただきました議第１号に対応する番号でご
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ざいます。

１番からご説明申し上げます。１番は、議第１号の２７２番、２７３番及び２７５番

におきまして、新潟県農林公社が利用権設定をする栗林地内外の農地計５５筆、４万５，

８７３㎡を記載の借受人に新規に１０年間貸付をしたいとするものでございます。

２番は、２７４番、井栗１丁目地内の農地８筆、９，２９９㎡、３番は同じく２７４

番、井栗地内の農地５筆、３，７７１㎡、４番は２７６番、井栗地内の農地１筆、２５

１㎡、５番は同じく２７６番、井栗１丁目地内外の農地計４筆、５，５９９㎡、６番は

同じく２７６番、井栗２丁目地内の農地１筆、１，６３９㎡、７番は２７７番、井栗地

内外の農地計１４筆、１万２，８９２㎡、８番は２７８番、井栗地内の農地１０筆、１

万９５１㎡、９番は２７９番、大宮新田地内外の農地計１７筆、１万５，７１５㎡、１

０番は２８０番及び２８３番、東本成寺地内外の農地計１０筆、１万５，５６７㎡、１

１番は２８１番、東鱈田地内の農地９筆、６，７９３㎡、１２番は２８２番、吉田地内

の農地７筆、８，４５５㎡、１３番は２８４番、長峰地内外の農地計７筆、１万３，２

８３㎡、１４番は２８５番、東大崎地内外の農地計１２筆、１万３，３８４㎡、１５番

は２８６番、２８７番及び２８９番、上野原地内外の農地計１７筆、８，６９５㎡、１

６番は２８８番、鶴田１丁目地内外の農地計８筆、８，１２９㎡。

続きまして、１７番は同じく２８８番、松ノ木町地内の農地５筆、３，８３８．５２

㎡、１８番は２８９番、牛ケ島地内外の農地計１０筆、８，０３８．９４㎡、１９番は

２９１番、上保内地内の農地１６筆、９，３５２㎡、２０番は２９０番、下保内地内の

農地９筆、６，６３５㎡、２１番は２９２番、大島地内の農地１１筆、１万２８㎡。

続きまして、２２番は２９３番、２９４番及び２９５番、大島地内外の農地計２３筆、

１万８，７７４㎡、２３番は２９５番、大島地内外の農地計３筆、３，０７３㎡、２４

番は２９６番、福島新田地内外の農地計１０筆、２万２，６５５㎡。

ここで、大変恐縮でございますが、２４番、借受人の名前、山嵜哲也さん、「也」とい

う字が「なり」という字になっておりましたが、記載されておりますが、正しくは吹き

矢の「矢」、「三本の矢」でございます。訂正お願いいたします。大変申しわけございま

せんでした。

続きまして、２５番は２９８番、北潟地内の農地２筆、７，２４３㎡、２６番は２９

７番、帯織北地内外の農地計３筆、９，６１２㎡、２７番は２９９番、東光寺地内外の

農地計４筆、１万１，９９４㎡、２８番は３００番、飯田地内の農地１０筆、１万４６

６㎡、２９番は３０１番、下大浦地内の農地４筆、３，５５８㎡、３０番は３０２番及

び３０３番、名下地内の農地１２筆、２万３，２４６㎡、３１番は３０４番及び３０７

番、江口地内の農地９筆、１万１，５５８㎡、３２番は３０４番、田屋地内の農地１筆、

２，９９１㎡、３３番は同じく３０４番、江口地内の農地２筆、４，６８１㎡、３４番

は同じく３０４番、江口地内の農地１筆、６４０㎡、３５番は同じく３０４番、江口地

内の農地５筆、４，６５４㎡、３６番は３０５番、大平地内の農地７筆、８，８４０㎡、

３７番は３０６番、下大浦地内の農地４筆、３，６５３㎡。

以上３７件につきましては、それぞれ記載の借受人に新規に１０年間貸付をしたいと
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するものでございます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告願います。

第２調査部会長は、坂井代理の隣に着席願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、合計件数３７件、

面積３６万５，７５６．４６㎡で、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点

から、全件異議ないものと認めるという意見であります。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第２号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、農用地

の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から異議ないものと認めることで答申をい

たします。どうもありがとうございました。

退席委員の着席を願います。

（午後３時５０分 １８番田邉 稔委員着席）

議長（野﨑会長）

それでは、退席された委員に報告します。

議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、調査部会長の調査

結果報告のとおり、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から異議ないも

のと認めることで答申することに決定いたしました。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第３号『農地法第３条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第３号『農地法第３条の規定による許可申請について』説明をいたしま
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す。

議案の６０ページをお願いいたします。今月の申請は５件で、合計２万４，６５８．

１８㎡であります。

それでは、戻りまして５９ページの５８番から順に説明をいたします。

５８番は、井栗地内の農地３筆、４，１９１㎡を譲り受け人が新潟県が施行する一般

国道４０３号三条北バイパス工事による土地収用に伴う代替地として売買で取得するも

のであります。価格は、１０ａ当たり１００万円であります。

続きまして、５９番は東大崎１丁目地内の農地１筆、３０７㎡を譲り受け人が経営規

模の拡大を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり同じ

く１００万円であります。

続きまして、６０番は長嶺地内の農地９筆、７，４３３．０６㎡を譲り受け人が経営

規模の拡大を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり１

００万円であります。

６１番は、蔵内地内の農地１筆、２，０１０㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図る

ため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約１００万円であり

ます。

６２番は、森町地内外の農地計１４筆、１万７１７．１２㎡を譲り渡し人が経営の若

返りで設定した使用貸借契約期間が満了するため、再設定するものであります。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第３号『農地法第３条の規定による許可申請について』は、売買によるもの４件、

使用貸借によるもの１件、合計件数５件、面積２万４，６５８．１８㎡で、現地調査を

含む書類審査及び事務局の現地確認結果など詳細説明を受け、いずれも譲受人の経営面

積や機械、労働力、技術、下限面積などの許可要件をすべて満たしており、全件許可相

当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）
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議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第４号『事業計画変更承認申請について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第４号『事業計画変更承認申請について』ご説明いたします。

議案の６３ページお願いいたします。今月の申請は６件で、合計面積２，１８１．５

９㎡であります。

それでは、お戻りいただきまして、６１ページの２０番から順に説明をいたします。

２０番は、直江町４丁目地内の農地１筆、３３０㎡を売買により取得し、住宅１棟及

び駐車場の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約２万４，

０００円でございます。場所につきましては、旧斎場西側３００ｍ付近で、都市計画

用途地域の工業地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましては、議第６号の７１番で農地法第５条の許可申請がなされ

ております。

続きまして、２１番は計画変更のみの申請で、月岡１丁目地内の農地４筆、６４１㎡

を事務所付倉庫１棟、駐車場及び通路の用地として利用したいものです。場所につきま

しては、月岡小学校南西３００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居地域内にある

ことから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

２２番は、月岡１丁目地内の農地２筆、３３０㎡を売買により取得し、店舗１棟及び

駐車場の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約３万９，０

００円でございます。場所につきましては、月岡小学校南西３００ｍ付近で、都市計画

用途地域の第１種住居地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましては、議第６号の７２番で農地法第５条の許可申請がなされ

ております。

２３番は、上保内地内の農地２筆、２３１㎡を売買により取得し、住宅１棟及び駐車

場の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約２万３，０００

円でございます。場所につきましては、ＪＲ保内駅北側２００ｍ付近で、農用地区分は

第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましても、議第６号の７３番で農地法第５条の許可申請がなされ

ております。

続きまして、２４番は笹岡地内の農地２筆、３０５．５９㎡を売買により取得し、住

宅１棟の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１万５，０

００円でございます。場所につきましては、長沢郵便局北西６００ｍ付近で、住宅等が

連たんする区域内であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましては、議第６号の７４番で農地法第５条の許可申請がなされ
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ております。

最後、２５番でございます。２５番は、計画変更のみの申請で、直江町４丁目地内の

農地１筆、３４４㎡を資材置き場の用地として利用したいものです。場所につきまして

は、旧斎場西側３００ｍ付近で、都市計画用途地域の工業地域内にあることから、農用

地区分は第３種農地と判断されます。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第４号『事業計画変更承認申請について』は、合計件数６件、面積２，１８１．５

９㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準及び一般基準を満た

しており、全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第５号『農地法第４条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

なお、２８番、藤田吉則委員は、農業委員会等に関する法律第２４条１項の規定に基

づき、議事参与の制限により、本議案終了まで退席をお願いします。

２８番（藤田吉則委員）

本議案に関係しておりますので、退席をいたします。

（午後３時５９分 ２８番藤田吉則委員退席）

議長（野﨑会長）

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第５号『農地法第４条の規定による許可申請について』説明をいたしま
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す。

議案の６４ページをお願いいたします。今月の申請は４件で、合計６０３㎡でありま

す。

１９番は、嘉坪川１丁目地内の農地１筆、２１７㎡を住宅１棟の用地として利用した

いものです。場所につきましては、第二中学校北側３００ｍ付近で、都市計画用途地域

の第１種住居地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

２０番は、月岡４丁目地内の農地１筆、１３㎡を既存建物増築のための用地として利

用したいものです。場所につきましては、三条市総合運動公園北側２００ｍ付近で、住

宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されま

す。

続きまして、２１番は同じく月岡４丁目地内の農地１筆、８６㎡を既存宅地４３６．

３６㎡と一体利用し、住宅１棟の用地として利用したいものです。場所につきましては、

同じく三条市総合運動公園北側２００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であ

ることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

２２番は、上須頃地内の農地１筆、２８７㎡を庭及び通路の用地として利用したいも

のです。場所につきましては、須頃小学校北西８００ｍ付近で、住宅等が連たんする区

域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第５号『農地法第４条の規定による許可申請について』は、合計件数４件、面積６

０３㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準及び一般基準を満

たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第５号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後
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に許可といたします。

退席委員の着席をお願いいたします。

（午後４時０３分 ２８番藤田吉則委員着席）

議長（野﨑会長）

退席された委員に報告します。

議第５号『農地法第４条の規定による許可申請について』は、調査部会長の調査結果

報告のとおり、全件許可相当といたしました。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後

に許可といたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第６号『農地法第５条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第６号『農地法第５条の規定による許可申請について』ご説明をいたし

ます。

議案の６７ページをお願いいたします。今月の申請は１０件で、合計面積１万１，５

２４．５㎡であります。

それでは、６５ページにお戻りをお願いいたします。

７１番、７２番、７３番及び７４番につきましては、先ほどご審議をいただきました

議第４号『事業計画変更承認申請について』の２０番、２２番、２３番及び２４番でそ

れぞれご説明させていただいた内容と同じでございますので、説明につきましては省略

をさせていただきます。

６６ページお願いいたします。

７５番でございます。７５番は、嘉坪川１丁目地内の農地８筆、３，６６１．９１㎡

を売買により取得し、分譲地１５区画及び道路等の用地として利用したいものです。土

地の売買価格は、１㎡当たり約１万２，０００円であります。場所につきましては、第

二中学校北側２００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居地域内にあることから、

農用地区分は第３種農地と判断されます。

続きまして、７６番は同じく嘉坪川１丁目地内の農地１筆、３０㎡を売買により取得

し、駐車場兼雪下ろし場の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当

たり４万５，０００円であります。場所につきましては、第二中学校北側３００ｍ付近

で、都市計画用途地域の第１種住居地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と

判断されます。

７７番は、下保内地内の農地１筆、２２６㎡を売買により取得し、建売住宅１棟の用

地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１万８，０００円であ

ります。場所につきましては、穂奈伊神社北側の市道を挟んで位置しておりまして、住
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宅等が連たんする区域内であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

７８番は、猪子場新田地内の農地２筆、５５５㎡を売買により取得し、倉庫１棟、露

天駐車場及び通路の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約

５，０００円であります。場所につきましては、国道８号猪子場新田交差点南西３００

ｍ付近で、業務施設等が連たんする区域内であることから、農用地区分は第３種農地と

判断されます。

７９番は、島潟地内の農地１筆、３１５㎡を売買により取得し、車両置き場及び通路

の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約２，０００円であ

ります。場所につきましては、島潟集落開発センター北東１００ｍ付近で、住宅等が連

たんする区域内であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

８０番は、上保内地内の農地１４筆、５，５４０㎡を売買により取得し、残土置き場

の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約５０円であります。

場所につきましては、保内小学校北側１．２ｋｍ付近で、中山間地域等の農業公共事業

対象外の小集団の低生産性農地であることから、農用地区分は第２種農地と判断されま

す。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第６号『農地法第５条の規定による許可申請について』は、合計件数１０件、面積

１万１，５２４．５㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、いずれも立

地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後

に許可といたします。
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議長（野﨑会長）

続きまして、議第７号『農地法適用外事実確認証明について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第７号『農地法適用外事実確認証明について』、いわゆる非農地証明でご

ざいますが、これにつきましてご説明をいたします。

議案書の６８ページをお願いいたします。今月の申請は９番１件で、面積８９㎡であ

ります。

鬼木地内の農地１筆８９㎡について、旧農地調整法第２次改正、いわゆる旧農地法で、

昭和２１年１１月２２日施行でございますが、この法律の施行前より現況が農地でなく

なっているので、非農地とするものでございます。

以上であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第７号『農地法適用外事実確認証明について』は、件数１件、面積８９㎡で、書類

審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、農地法の適用を受けない事実の内容を満た

しており、非農地と確認することといたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第７号につきましては、調査部

会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

第２調査部会長は、自席へお戻りください。

議長（野﨑会長）

以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。

報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告をいただいておりますので、省略

をいたします。
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議長（野﨑会長）

それでは、報第２号『農政対策部会の結果報告について』、農政対策部会長より報告を

お願いいたします。

農政対策部会長は、坂井代理の隣に着席願います。

２２番、野水委員。

農政対策部会長（２２番野水敏秋委員）

それでは、農政対策部会の結果報告について私から皆様にご報告申し上げます。

農政対策部会は、１２月１２日の午後１時３０分から厚生福祉会館第２集会室におい

て部会委員１４名、ほかに野﨑会長の出席を得まして開催いたしました。１１月２８日

開催の農業委員会総会後、会長提案によりまして、水田の賃借料についてのご意見をい

ただき、農政対策部会で話し合いをしてほしいとのことでありましたので、このことを

議題としました。

最初に、事務局から配付資料により、平成２１年度農地法改正以前の標準小作料の算

出方法や現在の賃借料情報提供の法的根拠である農地法第５２条及びその運用について、

また農地法で規定する賃借料情報等をあわせて農業委員会独自の参考賃借料情報を提供

している山形県川西町の例などについて説明をしてもらいました。

また、県内３５農業委員会が提供している平成２５年の農地の賃借料情報の写しを配

付してもらうとともに、賃借料に係る県内９農業委員会の状況を説明してもらいました

が、以前のような標準小作料的なもの、いわゆる参考賃借料を示すことにした農業委員

会は今のところはないという報告がありました。

また、３番、内山敏雄委員より、農地利用集積円滑化事業による利用権設定の実績に

ついての資料配付があり、あわせてＪＡにいがた南蒲管内の各農業委員会は三条市と同

様に全て前年度の賃借料情報の提供のみであること、利用権設定単価については農業委

員会が示す賃借料情報を参考に出し手、受け手の意向を確認し、農協が間に入り調整を

していること、最近仮渡金が毎年変わるので、保有米をもらうのにこの仮渡金に合わせ

て数量を変えている人が出てきていることなどの説明があり、その後話し合いに入りま

した。

話し合いの中で各委員から出されました意見の要旨を報告させていただきますと、新

参考賃借料を提供するにしてもその数値の根拠について説明が必要になる。現在の米価

を基準として参考賃借料を算出してみる必要があるのでは。今の米価で算出するのでは

なく、精算金を含む最終的な価格で算出が必要ではないか。下げた参考賃借料を示すに

しても法的根拠がない中で以前の小作料協議会のようなものを立ち上げないで農業委員

会だけで数値を出すことはいかがなものか。今後ＪＡを通した利用権設定が多くなると

思うが、ＪＡも相対で決めてとなっても参考数値がないと混乱する、これを回避するに

は参考賃借料が必要である。ＪＡでは新規の利用権設定における賃借料は農業委員会が

提供している前年度の賃借料情報、通作距離、耕作条件などで決定している米の最終手

取額は精算まで１年半程度必要であり、タイムリーには出ない。参考賃借料を示すこと
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はよいと思うが、どのような数値を示すのか難しい。貸し手はもうけるのではなく使っ

てもらえればよく、固定資産税、土地改良費を支出してマイナスにならなければよいと

いう考えがある。地域によって固定資産税、土地改良費が違い、貸し手は少しはもらい

たいとの考えがあり、これらを加味して参考賃借料を示すべき。土地改良費の基盤整備

にかかわる償還金については貸し手が自分の年金から支払う人もおり、このことから土

地を手放す人も出ている。国税庁は基盤整備にかかわる償還金はその土地の資産であり、

貸し手が負担すべきとの考えである。参考賃借料を示さなければ文言で地域の固定資産

税、土地改良費を考えて当事者で決めてくださいとの方法もある。などの意見が出され

ました。

そのほか各委員から新規の賃借料の状況や、そのほか各般にわたる意見が出されまし

たが、この日は農政対策部会としての最終的な意見集約には至りませんでした。結果と

しては、会長、会長代理、農政対策部会長及び部会長代理の５名で賃借料についての基

本的な方向をまとめ、２月開催予定の農政対策部会でこれを示して引き続き話し合いを

することで、３時１０分に閉会しました。

以上で報第２号の農政対策部会の結果報告を終わります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

私のほうより補足説明なんですが、先月の総会で大桃委員より、農地法５２条につい

て情報収集、整理、分析及び提供を行うものとするとうたってあるが、この分析という

ものに対してどういう意味合いなのか、それとまた賃借料の水準について平均額、最高

額及び最低額を求めるとなっておるわけでございますが、その内容について私のほうか

ら県の常任会議のときに質問させていただきました。回答は、これはあくまでも各市町

村の農業委員会で設定した中で分析をやっていただきたいということでございます。そ

れと同時に、平均額、最高額及び最低額は各市町村出しているところもありますし、そ

れを提示していないところもあります。それは自由でございます。県農業会議としては、

このような内容については指示することはできませんと。同じ考え方になったりするわ

けでございます。それを参考の上、今後農業委員会、農対のほうでまた諮問していかな

ければならないかなと思っているわけでございますが、それでは報告の中でご質問がご

ざいましたらご発言いただきたいと思います。

ご発言がないようですので、報第２号『農政対策部会の結果報告について』を終了い

たします。

農政対策部会長は自席へお戻りください。どうもご苦労さまでした。

農政対策部会長（２２番野水敏秋委員）

今後またよろしくお願いします。ありがとうございました。

議長（野﨑会長）

続きまして、報第３号から報第９号まで、続けて事務局より報告を願います。
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事務局（堀事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、報告の中でご質問がございましたらご発言をいただきたいと思います。

ご発言がないようですので、報告事項を終わります。

議長（野﨑会長）

続きまして、来月の調査部会開催案内をお願いいたします。

第１調査部会長、１４番、村山委員。

第１調査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

来月は、第１調査部会の当番でございます。１月２６日午前９時から厚生会館第２集

会室で会議を開催いたします。関係委員は、出席をお願いいたします。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございます。

なお、来月の総会は３０日を予定しております。

なお、開会時間は午後３時を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。終

了後は、市長さんを交えて新年会を開催する予定になっておりますので、よろしくお願

いいたします。

それでは、長時間にわたってご審議いただきましてありがとうございました。

以上をもちまして定例総会の閉会をいたしますが、続きまして連絡事項等があります

ので、いましばらくお時間をいただきたいと思います。

午後４時３０分 閉会
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会議の 末を記載し、その相違ないことを証するために、ここに署名捺印する。

三 条 市 農 業 委 員 会 会 長

議事録署名委員（１６番）

議事録署名委員（２１番）


